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食品安全委員会（第５２２回会合）議事概要

日 時:平成２６年７月１５日（火） １４：００～１４：３６
場 所:食品安全委員会大会議室
出席者:熊谷委員長ほか６名出席
傍聴者:報道１名、行政機関２名、一般２名

議事概要

（１）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関する
リスク管理機関からの説明について

・微生物・ウイルス １案件
食肉製品の規格基準のうちサルモネラ属菌の定義について

→厚生労働省から説明。
食品衛生法の規定に基づく食肉製品の基準のうちサルモネラ属菌

の定義を改正することについては、現行の定義よりもサルモネラ属
菌の定義の範囲が広がることにより、サルモネラ属菌による食中毒
の発生防止がより図られるものであり、食肉製品の摂取によるヒト
の健康へのリスクが低減されると考えられ、食品安全基本法第１１
条第１項第２号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らか
であるときに該当するものとされた。

（２）遺伝子組換え食品等専門調査会における審議結果について
・「除草剤アリルオキシアルカノエート系、グリホサート及びグルホ

シネート耐性ダイズ44406系統」に関する審議結果の報告と意見・
情報の募集について

・「除草剤ジカンバ及びグルホシネート耐性ワタMON88701系統」に関
する審議結果の報告と意見・情報の募集について

→担当委員の山添委員及び事務局から説明。
取りまとめられた評価書（案）については、意見・情報の募集手続

に入ることが了承され、得られた意見・情報の整理、回答（案）の
作成及び評価書（案）への反映を遺伝子組換え食品等専門調査会に
依頼することとなった。

（３）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見について
・動物用医薬品「クロルプロマジン」に係る食品健康影響評価につい
て

→事務局から説明。
「クロルプロマジンは遺伝毒性を有する可能性は否定できず、及

び発がん性を有する可能性は判断できず、一日摂取許容量を設定す
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べきでない。」との審議結果が了承され、リスク管理機関（厚生労働
省）に通知することとなった。

（４）「食の安全ダイヤル」に寄せられた質問等（平成２６年６月分）につ
いて

→事務局から報告。


